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郎
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閣
総
理
大
臣
の
自
宅
を
見
に
行
こ
う
と
し
て
逮
捕
さ
れ
た
人
物
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対
す
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起
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猶
予
処
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に
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い
て
の
警
察
庁
の
見
解
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
三
名
」
に
つ
い
て
は
、
東
京
地
方
検
察
庁
に
お
い
て
、
本
年
十
一
月
二
十
六
日
に
起
訴
猶
予
を
理
由
と
し
て

不
起
訴
処
分
と
し
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
当
該
「
三
名
」
に
つ
い
て
は
、
集
会
、
集
団
行
進
及
び
集
団
示
威
運
動
に
関

す
る
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都
条
例
第
四
十
四
号
）
第
一
条
違
反
の
罪
又
は
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）

第
九
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
務
執
行
妨
害
罪
の
事
実
は
認
め
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
犯
罪
の
軽
重
等
諸
般
の
事
情
を

考
慮
し
て
、
起
訴
す
る
ほ
ど
の
悪
質
性
は
な
い
と
認
め
た
た
め
、
起
訴
猶
予
を
理
由
と
し
て
不
起
訴
処
分
と
し
た
も
の
と
承

知
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

警
察
庁
に
お
い
て
は
、
本
年
十
一
月
二
十
六
日
に
、
御
指
摘
の
「
三
名
」
が
起
訴
猶
予
を
理
由
と
し
て
不
起
訴
処
分
と
さ

れ
た
こ
と
に
つ
い
て
警
視
庁
か
ら
連
絡
を
受
け
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

一



お
尋
ね
は
、
警
察
の
捜
査
の
具
体
的
な
内
容
等
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
警
察
活
動
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
は
差
し
控
え
た
い
。

五
に
つ
い
て

警
視
庁
に
よ
る
と
、
御
指
摘
の
事
件
の
捜
査
は
適
正
に
行
わ
れ
て
お
り
、
「
権
力
の
乱
用
」
で
あ
る
と
の
御
指
摘
は
当
た

ら
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

警
視
庁
に
よ
る
と
、
御
指
摘
の
事
件
の
捜
査
は
適
正
に
行
わ
れ
て
お
り
、
御
指
摘
の
警
察
官
を
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
上
の
懲
戒
処
分
に
付
す
べ
き
事
由
が
あ
る
も
の
と
は
考
え
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
警
察
庁
と
し
て
は
、
地
方
公
務
員
で
あ
る
警
視
庁
の
警
察
官
に
対
し
、
懲
戒
処
分
を
行
う
立
場
に
は
な
い
。

二


